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小平町役場（代）56-2111 FAX 56-2110  鬼鹿支所 57-1111  達布支所 58-1111

利用定員  40 名（小平地区…20 名　鬼鹿地区…20 名）

対象児童 小学校に就学している児童（特に低学年児童）

場　　所  小平地区…町文化交流センター内    鬼鹿地区…鬼鹿公民館内

開設時間

 ・平日（月～金）……………………………児童の下校時～午後 5時 30 分
 ・学校休業日（長期・振替等）……………午前８時 30 分～午後 5時 30 分
 ※土・日曜日・祝祭日・年末年始（12 月 30 日～１月５日）、・各地区祭典本祭日
　 ・お盆（８月１３日～８月１５日）はお休みします。

負 担 金
 月額 3,000 円（町民税非課税世帯 1,500 円、生活保護世帯…免除）
 ※月の利用が 15 日未満の場合は日割り計算となります。

　町では、保護者がお仕事等により児童を日中保育できない家庭を対象として、学校授業終了後に
安全適切な遊び場を与え児童の健全育成を図る「放課後児童クラブ」を開設しています。
　ご利用にあたっては、事前に申込み（登録）が必要です。詳しくは、下記へお問い合わせください。

◎申し込み・問い合わせ先　　　保健福祉課福祉係　（内線 272・287）

・対象者…町内に居住している６５歳以上の方
・乗車券の種類（地区により異なります）

「高齢者共通乗車券〈バス・タクシー用〉」…30 枚綴り

「高齢者乗車券〈バス用〉」…30 枚綴り

・申請受付…４月から開始

町税等の滞納があった場合は、乗車券を発行する事ができません。

◎問い合わせ先　保健福祉課福祉係（内線 272・273・287）

高齢者の皆様へ
平成 30 年度　交通費助成乗車券のお知らせ

◆◇平成 30 年度放課後児童クラブ登録児童の募集◇◆

＊所 在 地　小平町字小平町 377 番地の２　　　　＊募集室数　１室
＊入居資格　小平町に住所を有する、おおむね 65 歳以上で介護保険法に基づく要介護認定申請において、
　　　　　　「自立」と判定された、一人暮らしの方及び夫婦のみの世帯で、別に定める要件を満たす方。
＊使用料等　居室使用料（月額）11,300 円
　　　　　　共有室使用料（１人入居の場合）月額 2,000 円　（２人入居の場合）月額 4,000 円
　　　　　　※居室における光熱水費（電気料・上下水道料）は、各室ごとの自己負担となります。
＊そ の 他　お申し込みの先着順にて書類選考の上、入居を決定いたします。
◎申し込み・問い合わせ先
　　　　　　保健福祉課福祉係（内線 272）もしくは、鬼鹿支所（☎ 57-1111）、達布支所（☎ 58-1111）

高齢者グループハウス「やすらぎ荘」の入居者を募集しています

＊所 在 地　小平町字鬼鹿港町 287 番地の１　　　　＊募集室数　３室
＊入居資格　小平町に住所を有する、おおむね 65 歳以上で介護保険法に基づく要介護認定申請において、
　　　　　　「自立」と判定された、一人暮らしの方及び夫婦のみの世帯で、別に定める要件を満たす方。
＊使用料等　居室使用料（月額）10,100 円
　　　　　　共有室使用料（１人入居の場合）月額 2,000 円　（２人入居の場合）月額 4,000 円
　　　　　　※居室における光熱水費（電気料・上下水道料）は、各室ごとの自己負担となります。
＊そ の 他　お申し込みの先着順にて書類選考の上、入居を決定いたします。
◎申し込み・問い合わせ先
　　　　　　保健福祉課福祉係（内線 272）もしくは、鬼鹿支所（☎ 57-1111）、達布支所（☎ 58-1111）

高齢者グループハウス「はまなす荘」の入居者を募集しています


